別紙様式１

日本語教師育成支援事業費補助金対象講座指定申請書

　　年　　月　　日

公益財団法人とやま国際センター代表理事　中　尾　哲　雄　殿

申請者　　　　　　　　　　　㊞

下記の講座を受講したいので、日本語教師育成支援事業補助金の対象講座の指定を申請します。

	①氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	生年月日
	　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　（　　　　歳）

	
	
	
	
	

	②住所
	（〒　　　－　　　　）
	電話（　　　　　）

－

	③講座実施機関の名称
	

	④受講する講座の名称
	

	⑤受講期間
	　　　　年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日

	⑥受講料(予定)
	　　　　　円※受講料に含まれない入学料や教材購入費等は除く。

	⑦日本語教育能力検定試験出願(予定)日
	　　　　年　　　月　　　日※出願予定の場合は、予定月までご記入ください。

	(備考)


【注意】
１　対象となる講座は、通学又は通信による日本語教師養成講座のうち、日本語教員養成において必要とされる教育内容(平成12年3月文化庁日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議報告)又はこれに準じた教育内容を有するものです。
２　受講期間について、通学制の場合は所定の開講日から閉講日まで、通信制の場合は教材等の発送予定日(又は申込予定日)から受講修了予定日(受講する講座の標準学習期間から推定した日)までです。
３　支給の対象となるのは、受講料のみです。（受講料に含まれない入学料や教材購入費等は除きます。）
４　受講料については、標準的に予定される金額であり、受講修了後に、講座実施機関より発行された領収書に基づき支給額を算定することとなります。

５　支給額は受講料の1/2に相当する額です。但し、上限は20万円とします。

６　対象講座の指定後、指定講座の受講を取りやめた場合又は受講の中途でやめた場合などは、速やかに(公財)とやま国際センターへその旨を報告してください。

７　日本語教師育成支援事業費補助金の支給を受けるためには、①講座実施機関より受講修了の証明を受けていること、②日本語教育能力検定試験を受験していること、③富山県内に居住していること、④過去にこの補助金の支給を受けていないこと、の４つの要件を全て満たしている必要があります。

８　指定申請書は先着順で受け付けます。申請に対する補助金支給見込みが予算額に達し次第、受付を終了しますので予めご了承ください。

９　後日、当方から指定通知書を受け取られた方は、日本語教育能力検定試験終了後１ヵ月以内に、あらためて「日本語教師育成支援事業補助金支給申請書」に添付書類をつけて支給申請手続きを行うことが必要です。
